 ご入居者のご家族様へ【重要なお知らせ】

～保険証類の更新について～

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、当施設の運営に際しまして、ご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
下記ご案内の通り保険証類の更新がございますので、当施設への住所変更が
お済ではない方はお手元に到着次第、当施設へご持参ください。
ご多忙とは存じますが、ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
謹白
　　
記
【保険証類の更新】
1 後期高齢者医療資格確認書
まもなく世田谷区から自動交付もしくは資格通知が郵送されます。
・85歳以上の方は一律自動交付となります。84歳以下の方は
マイナンバーカードでの受診歴がなければ自動交付となります。
・マイナンバーカードでの受診歴がある方は資格確認書の交付申請が別途必要
となりますのでご注意ください。〔資格通知は保険証として使えません〕
※申請の必要有無については上記内容の詳細が東京都後期高齢者医療広域
連合の公式ウェブサイトにリーフレットでの説明がありますのでご確認ください。
2 介護保険負担割合証
・介護認定されている方全員が対象となります。
・負担割合に変更がないかご確認ください。変更がある場合は料金について
別途ご案内させていただきます。
3 介護保険負担限度額認定証
※該当要件を満たした一部の入居者様が対象です。
・対象となるかの判定は施設ではできません。管轄支所へお問い合わせください。
・新規申請をお考えの方は管轄支所の介護保険課保険給付係へ
お問い合わせください。
施設利用料の請求処理に必要となる為、お手数ですが管轄支所に書類を提出した
時点で施設へ必ずご連絡ください。
【期限について】
・お手元に届き次第、可能な限り最短のお日にちでのご持参もしくは郵送のご対応をいただけると幸いですが、
ご多忙とは存じますので、令和 8 年 7月28日を期日とさせていただきます。
　　※③の介護保険負担限度額認定証は期日までに原本提示をしていただけない場合、該当する段階での請求
処理ができず、第4段階(減額なし)でのご請求となってしまいます。
また、医療被保険者証におきましても、原本がない場合の受診は一時的にではありますが10割負担となってし
まいます。
ご多忙とは存じますが、期日内のご持参にご協力の程よろしくお願いします。

ご不明点ございましたら、〈相談課：鹿島〉へご連絡ください。
